
使用上の注意
○この計算結果はあくまでも試算であり、実際の課税額とは異なる場合があります。

○年齢が75歳以上の人は後期高齢者医療制度の加入者となりますので、この計算シートでは保険料の計算ができません。
○特に以下の条件に該当される方は正確な保険税計算ができない場合があります。
　１．年度途中で世帯の国保加入者が増減する方
　２．年度途中で40歳・65歳・75歳になる方
　３．分離課税・繰越控除等の申告をされた方
　４．専従者控除または専従者給与のある方
　５．非自発的失業に係る保険料減額対象の方
　６．世帯内に国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行された方（特定同一世帯所属者）がいる方
　７．国保加入者に未就学児がいる方

国民健康保険税計算シートの使用方法

２．④、⑤に計算結果が表示される。

注意点

１世帯７人を超える試算には対
応していません。

国保加入者の年齢が6歳未満、
39歳、64歳、74歳の場合は正し
い税額が計算できない場合があ
ります。

収入・所得の入力方法について
はシート右側の≪収入・所得の
入力について≫もご確認くださ
い。

①１～７人から選択してください。

②世帯主の国保加入について入力し

てください。

③世帯主と国保加入者の年齢と所

得を入力してください（年齢の入力は

必須です）。収入・所得が0円の場合

は入力を省略できます。

１２カ月加入した場合の年

税額がこちらに表示されま

１か月当たりの税額はこち

らに表示されます。

計算の詳細を確認した

い場合はこちらをクリッ

クしてください。

年度当初から１２か月間

加入した場合の期別税額

です。加入月や届出の時

期によって支払い方が変

わります。



国民健康保険税計算シートの注意事項

計算シート内にも記載していますが、世帯の状況により実際の税額と異なる計算結果
となる場合があります。主なケースは下記のとおりです。
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専従者控除または専従
者給与の計上がある。

過大または過小

軽減判定所得を算出する場合、専従者給与による
所得はその被保険者の所得として計上しない。ま
た、専従者控除は経費として認めない（いわゆる「専
従戻し」）。これにより軽減判定が実際と異なる場合
がある。

特別控除の対象となる譲
渡所得の計上がある。

過小
軽減判定所得を算出する場合、譲渡所得は特別控
除前の所得で計算を行う。これにより実際には該当
とならない軽減の該当となる場合がある。

1月1日時点の年齢が74
歳の被保険者

過大
年度途中で75歳到達により国保資格を喪失する
が、年間で加入した場合の税額が計算される。

分離課税所得や一時所
得と損失額の計上があ
る。

過大または過小
分離課税所得や一時所得がある場合、所得の合算
方法が単純な足し上げとならない場合がある。

非自発的失業者軽減の
対象者

過大
非自発的失業者軽減の対象者は所得を30/100で
計算するが、未対応のため軽減前の所得で計算さ
れる。

1月1日時点の年齢が39
歳の被保険者

過小
介護分の算定の有無を1月1日時点の年齢で判定し
ているため、本来算定されるべき介護分の金額が
算定されない。

1月1日時点の年齢が64
歳の被保険者

過大
介護分の算定の有無を1月1日時点の年齢で判定し
ているため、本来算定されるべきでない介護分の金
額が算定される。

計算不可

計算結果ケース 理由

月別加入の計算は未対応。
年度途中で加入者が増
減する

特定同一世帯所属者が
いる。

過大または過小
軽減判定に特定同一世帯所属者の人数や所得を
反映していない。特定同一世帯所属者の人数や所
得により軽減判定が実際と異なる場合がある。

減免制度の対象となって
いる。

過大
旧被扶養者減免等の該当になっている場合、試算
では減免額が適用されないため減免前の金額とな
る。


